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第 １０ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和７年１０月１７日（金）午前１０時００分 

 

場      所  津市上下水道庁舎 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   2川邊 千秋・ 3北澤 奈帆美・ 4田村 明 ・ 5前川 洋子 

           8喜多 義幸・ 9木下 伸裕 ・10小粥 文夫・11清水 喜代己 

          12藤田 直樹・13丸山 耕一 ・19太田 義政・21坂野 大徹 

          23水谷 隆 

以上１３名 

 

欠 席 委 員    1岡安 俊也 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  辻岡事務局長・加賀次長・和田主査 

 

総 合 支 所   河芸 ：本郷担当副主幹 芸濃：柴田担当副主幹 

          美里 ：服部担当主幹  安濃：江副担当副主幹 

          香良洲：柴山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  5前川 洋子・23水谷 隆 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 報告第６号 農地所有適格法人の定期報告について 
 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第６号 非農地証明願について 

 議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定による意見書の 

       提出について（賃貸借権、使用貸借）＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第１０回第１農地部会を始めさせていただきます。 

       本日の欠席は１番 岡安 俊也委員、１名でございます。出席委員は１３名

となります。 

       議事録の署名者を私のほうから指名させていただきます。５番 前川 洋子

委員、２３番 水谷 隆委員、よろしくお願いいたします。 

       それでは初めに、会長先決の報告事項に入ります。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   まず、議案を説明させていただく前に、恐れ入りますが、議案書の訂正をお

願いいたします。 

議案書の２６ページ、議案第３号、番号７、この案件につきまして、取下げ 

願が提出されましたので、削除をお願いいたします。 

       また、この削除に伴い、２７ページ下の合計欄について、合計３６筆を３５

筆に、計１２，６８８㎡から１２，５５０㎡に、そして、畑９，１４７㎡から

９，００９㎡に訂正をお願いいたします。 

       訂正は以上でございます。 

 

それでは、議案書の１ページをお願いいたします。             

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま 

す。 

       番号１から８で、件数は８件、合計面積は３１,５３８．００㎡で、その内訳 

      は田が２２，４４８．００㎡、畑が９,０９０．００㎡でございます。        

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解 

約したものであります。                            

                                     

       ３ページから１５ページをお願いいたします。               

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。   

       番号１から１９で、件数は１９件、合計面積は９１,８２５．８８㎡で、その 

      内訳は田が６７,２６７．００㎡、畑が２４,５５８．８８㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。                  

      なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり 

ますので、届出人に対して指導しております。               

 

 １６ページをお願いします。                      

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ 

います。                                

 番号１ 一般個人住宅用地 

 以上、件数は１件、合計面積は２９０．００㎡で、すべて畑でございます。 

 

１７ページから１８ページをお願いします。               

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権 

      移転）、でございます。                          

       番号１ 長屋住宅用地 

番号２ 建売分譲用地 



 3 

番号３ 貸駐車場用地 

番号４ 長屋住宅用地 

番号５ 駐車場用地 

番号６ 宗教法人駐車場用地 

番号７、番号８ 駐車場用地 

以上、件数は８件、合計面積は３,９９１．００㎡で、その内訳は田が１,７ 

      ８８．００㎡、畑が２,２０３．００㎡でございます。            

 

       １９ページをお願いします。                      

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸 

      借）、でございます。                          

       番号１ 一般個人住宅用地 

       以上、件数は１件、合計面積は２７１．００㎡で、すべて田でございます。 

    

       ２０ページをお願いします。                      

       報告第６号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。    

       番号１     、主たる耕作物 家禽ヒナ、キャベツ、耕作面積 田で１．

２０ha、畑で０．５０ha、合計１．７０ha。          

 以上、件数は１件で、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のす 

べてを満たしております。 

       報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、 

事務局の説明をお願いします。        

        

事 務 局   それでは、議案事項の説明をさせていただきます。 

       ２１ページをお願いいたします。               

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、で 

ございます。 

       番号１、地区 安東、申請地 渋見町大坪    、登記地目・現況地目と

も田、面積 ３３８㎡、受人     、面積 １，０１８，８１３㎡、渡人

     。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は遠方による耕作不便のためです。 

 

       番号２、地区 高野尾、申請地 高野尾町東南野    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 １，２６１㎡、受人     、面積 １１，４９３㎡、

渡人     。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は営農縮小のためです。 

 

       番号３、地区 高野尾、申請地 高野尾町中町    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ５５２㎡ 外３筆、合計面積 １，９９８㎡、受人    

 、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号４、地区 神戸、申請地 野田高栗    、登記地目・現況地目とも
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畑、面積 ５０３㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は農業廃止のためです。 

 

       番号５、地区 櫛形、申請地 分部大山田    、登記地目・現況地目と

も田、面積 １，１５３㎡ 外３筆、合計面積 ４，３５２㎡、受人     、

面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は相手方の要望のためです。 

  

       ２２ページをお願いいたします。 

       番号６、地区 櫛形、申請地 殿村折口    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 １０５㎡ 外３筆、合計面積 ３５５㎡、受人     、面積 ０

㎡、渡人     。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は遺言執行者として指定されたためで

す。 

 

       番号７、地区 黒田、申請地 河芸町三行狭間之脇    、登記地目・現

況地目とも畑、面積 ６０４㎡、受人     、面積 ３，８７９㎡、渡人

     。 

       譲受理由は耕作利便のため、譲渡理由は労力不足のためです。 

 

       以上、件数は７件、合計面積は９，４１１㎡で、このうち田が４，６９０㎡

で、畑が４，７２１㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地

域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺いします。 

       番号１、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊です。先日、地元の推進委員と現地確認をし、問題ないというこ

とでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号２と３、地区 高野尾、お願いします。 

 

事 務 局   岡安委員から、番号２と番号３の高野尾の案件につきまして、１０月７日に

推進委員さんと現地確認を行い、耕作する上で何も問題がないということで連

絡を受けておりますのでご報告いたします。 

       以上でございます。 

 

議  長   了解しました。 

       番号４、地区 神戸、番号５、番号６、地区 櫛形、お願いします。 

 

前川委員   ５番、前川です。番号４の神戸につきましては、推進委員さんも特に問題な

いということです。番号５の櫛形につきましても、本当に作付されるのであれ

ば、特に問題ないです。番号６の櫛形につきましても、推進委員さんも特に問
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題ないということですのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号７、地区 黒田、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。事務局と推進委員と現場を見ましたが、何ら問題ありませ

んのでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号１から番号７について、地元委員さんから異議なしということでござい

ました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第１号について、許可をすることに決定いた

します。 

       次に、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）、

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２３ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）、で

ございます。 

       番号１、地区 上野、申請地 河芸町西千里亀井    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，０１１㎡ 外５筆、合計面積 ６，５９５㎡、借人  

   、面積 ２９，３７２．１８㎡、貸人     。 

       借受理由は営農拡大のため、貸渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号２、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本冨家    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ３，０５１㎡のうち２，５２４．２㎡、借人     、面

積 ４２，８８５㎡、貸人     。 

       借受理由は営農拡大のため、貸渡理由は相手方の要望のためです。 

 

       番号３、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本冨家    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ３，８１１㎡のうち２，９０８㎡、借人     、面積 ４

２，８８５㎡、貸人     。 

       借受理由は営農拡大のため、貸渡理由は相手方の要望のためです。 

 

       番号４、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本東冨家    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 １，２２９㎡のうち１，１９６．６㎡、借人     、

面積 ４２，８８５㎡、貸人     。 

       借受理由は営農拡大のため、貸渡理由は相手方の要望のためです。 

 

       以上、件数は４件、合計面積は１３，２２３．８㎡で、このうち田が１２，

０２７．２㎡で、畑が１，１９６．６㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地

域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 上野、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。これも推進委員と事務局と現場を見ましたが、別に何も問

題ありませんのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号２から番号４、地区 椋本、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥です。この案件につきまして、１０月７日に現地確認をして、

推進委員共々問題ないことを確認いたしました。この案件につきましては、ま

た議案第４号のほうでも上がってくる案件ですので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号１から番号４について、地元委員さんから異議のない旨の発言でござい

ました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第２号について、許可をすることに決定いた

します。 

       次に議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有

権移転）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２４ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）、でございます。 

       番号１、地区 白塚、申請地 白塚町境    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 １７１㎡ 外３筆、合計面積 １，６５０㎡、受人     、渡

人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場及び従業員駐車場とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 神戸、申請地 神戸中垣内    、登記地目 田、現況地

目 畑、面積 １３３㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 櫛形、申請地 殿村挾間谷    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ３２７㎡ 外１筆、合計面積 ４９８㎡、受人     、渡人

     。 

       これにつきましては、申請地を分家住宅用地とするものです。 

       許可証の交付につきましては、都市計画法４３条との同時許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号４、地区 櫛形、申請地 殿村井尻    、登記地目・現況地目とも

田、面積 １，２０３㎡ 外２筆、合計面積 １，６０５㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       ２５ページをお願いいたします。 

       番号５、地区 片田、申請地 片田志袋町坂本    、登記地目・現況地

目とも田、面積 １０５㎡ 外３筆、合計面積 ７２５㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号６、地区 上野、申請地 河芸町西千里大谷    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ５５８㎡ 外６筆、合計面積 ２，７６３㎡、受人   

  、渡人      外５名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       ２６ページをお願いいたします。 

       番号８、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本殿町    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ４４１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号９、地区 明合、申請地 安濃町東観音寺北浦    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ９０９㎡ 外４筆、合計面積 １，３１３㎡、受人  

   、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１０、地区 明合、申請地 安濃町大塚向山    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ５０４㎡ 外１筆、合計面積 ９８２㎡、受人     、

渡人      外 1名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       ２７ページをお願いいたします。 

       番号１１、地区 明合、申請地 安濃町大塚向山    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ９５０㎡ 外１筆、合計面積 １，５０８㎡、受人   

  、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１２、地区 村主、申請地 安濃町川西廣見    、登記地目 畑、

現況地目 宅地、面積 １３８㎡、受人     、渡人     。 
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       これにつきましては、申請地を倉庫用地及び駐車場用地とするものです。 

       平成１０年頃から農業用倉庫を設置した旨の始末書の提出がありますことか

ら、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１３、地区 村主、申請地 安濃町神田東裏    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 １１５㎡ 外１筆、合計面積 ３０３㎡、受人     、

渡人      外 1名。 

       これにつきましては、申請地を美容室の来客駐車場とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１４、地区 香良洲、申請地 香良洲町大新田    、登記地目・現

況地目とも畑、面積 ４９１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１３件、合計面積は１２，５５０㎡で、このうち田が３，５４

１㎡で、畑が９，００９㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       また、今回の農地法第５条第１項の規定による許可申請のうち、農業委員会

等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当します案件がございますの

で、ご審議いただくに当たりまして、ご配慮いただきますようよろしくお願い

いたします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       初めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当する案

件について、それからご審議をいただきたいと思います。 

       整理番号１０と１１についてです。 

           委員、一時退室をお願いいたします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件についていかがでしょうか。 

整理番号１０、１１、該当Ｐ２６、Ｐ２７ 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、整理番号１０、１１について、異議なし

と認め、許可をすることに決定いたします。 

   それでは、入室をお願いいたします。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い
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いたします。 

       番号１、地区 白塚、お願いします。 

 

田村委員   ４番、田村です。１０月７日に会長、部会長、それから地元推進委員と現地

確認を行いました。事務局説明のとおりで問題ありませんでしたのでよろしく

お願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号２、地区 神戸、番号３と４、地区 櫛形、番号５、地区 片田、お願

いします。 

 

前川委員   ５番、前川です。番号２、３、４、５ともに、１０月７日に現地確認し、事

務局の説明どおりで特に問題ないのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号６、地区 上野、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。これも現地確認しましたが、別に問題ありませんのでよろ

しくお願いします。 

 

議  長   番号８、地区 椋本、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥です。１０月７日に現地確認をして、問題ないことを確認しま

した。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号９、地区 明合、お願いします。 

 

藤田委員   １２番、藤田です。特に問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号１２と１３、地区 村主、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。現地確認の結果、特に問題となる箇所は見つかりません

でした。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号１４、地区 香良洲、お願いします。 

 

北澤委員   ３番、北澤です。先日、現地確認して、事務局の説明どおり特に問題ありま

せんでしたのでよろしくお願いします。 

 

議  長   それでは、番号７を除いて番号１から番号１４について、地元委員さんから

異議なしということでございました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

       それでは異議なしと認め、議案第３号について、許可をすることに決定いた

します。 
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       次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸

借権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２８ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 

       番号１、地区 栗真、申請地 栗真中山町西浦    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ６２３㎡のうち１７０㎡ 外１筆、合計面積 ３００㎡、借

人     、貸人     。 

       これにつきましては、申請地を７か月間、仮設現場事務所用地として一時転

用するものです。 

       農地区分は、農用地区域内農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本東冨家    、登記地目 畑、

現況地目 宅地、面積 １，２２９㎡のうち３２．４㎡、借人     、貸

人     。 

       これにつきましては、申請地を野菜管理室及び資材置場とするものです。 

       平成２８年１２月頃から野菜管理室及び資材置場として利用していた旨の始

末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、農用地区域内農業用施設用地と判断されます。 

 

       番号３、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本冨家    、登記地目 田、現

況地目 宅地、面積 ３，０５１㎡のうち５２６．８㎡、借人     、貸

人     。 

       これにつきましては、申請地を野菜管理室及び資材置場とするものです。 

       平成２８年１２月頃から野菜管理室及び資材置場として利用していた旨の始

末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、農用地区域内農業用施設用地と判断されます。 

 

       番号４、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本冨家    、登記地目 田、現

況地目 宅地、面積 ３，８１１㎡のうち９０３㎡、借人     、貸人  

   。 

       これにつきましては、申請地を野菜管理室及び資材置場とするものです。 

       平成２８年１２月頃から野菜管理室及び資材置場として利用していた旨の始

末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、農用地区域内農業用施設用地と判断されます。 

 

       番号５、地区 安濃、申請地 安濃町太田宮城    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ５３５㎡ 外１筆、合計面積 ５６８㎡、借人     、

貸人     。 

       これにつきましては、申請地を事務所兼中古車置場とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は５件、合計面積は２，３３０．２㎡で、このうち田が１，７２

９．８㎡で畑が５６７．４㎡、その他が３３㎡でございます。 

       これらの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、
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許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 栗真、お願いします。 

 

坂野委員   ２１番、坂野ですが、当日、１０月７日の現地調査では、都合が悪くて前も

って１０月５日に見てきました。当日は、地元推進委員さんと話をして、問題

ないということで判断しましたのでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号２から４、地区 椋本、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥でございます。この案件については、議案第２号でも出てきた

案件でございますけれども、事務局の説明どおり何ら問題ありませんのでよろ

しくお願いします。 

 

議  長   番号５、地区 安濃、お願いします。 

 

藤田委員   １２番、藤田です。特に問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号１から番号５について、地元委員さんから異議のない旨の発言でござい

ました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第４号について、許可をすることに決定いた

します。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使

用貸借）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２９ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸

借）、でございます。 

       番号１、地区 高野尾、申請地 高野尾町西豊久野    、登記地目・現

況地目とも畑、面積 ４９６㎡のうち２４６．１㎡、借人     、貸人  

   。 

       これにつきましては、申請地を農業用施設用地とするものです。 

       農地区分は、農用地区域内農業用施設用地と判断されます。 

       以上、件数は１件、合計面積は２４６．１㎡で、全て畑でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 高野尾、お願いします。 
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事 務 局   事務局です。岡安委員から、１０月７日に推進委員さんと現地確認を行いま

して、農業用の施設にすることについて、特に問題がない旨の連絡を受けてお

りますのでご報告させていただきます。 

       以上でございます。 

 

議  長   番号１について、事務局から報告がありましたが、異議なしということでご

ざいました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第５号について、許可をすることに決定いた

します。 

       次に、議案第６号 非農地証明願について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ３０ページをお願いいたします。 

       議案第６号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 黒田、願出者     、対象地 河芸町三行大門    、

登記地目 畑、現況地目 宅地、面積 ３６４㎡。 

       これにつきましては、令和７年度固定資産課税台帳記載事項証明書により、

対象地に昭和４８年頃に住宅を建築し、現在に至ることが確認できます。 

 

       番号２、地区 安西、願出者      外２名、対象地 芸濃町萩野西川

原    、登記地目 田、現況地目 雑種地、面積 ２６１㎡ 外２６筆、

合計面積 ４，７８８．３９㎡。 

       これにつきましては、平成１５年６月３日撮影の空中写真撮影記録証明書に

より、申請者が昭和４５年より木材業を営んでおり、対象地に昭和５９年頃か

ら資材置場及び営業所として利用し、現在に至ることが確認できます。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は５，１５２．３９㎡で、その内訳は田が２６

１㎡、畑が４，８９１．３９㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、農地以外の用に供され２０年以上が経過して

いる土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当す

ることから、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、黒田、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。事務局の説明のとおり、何ら問題ございませんのでよろし

くお願いします。 

 

議  長   番号２、地区 安西、お願いします。 

 

木下委員   ９番、木下です。１０月７日、現地を確認しましたが、問題ありませんでし

た。よろしくお願いします・ 

 

議  長   番号１と２について、地元委員さんから異議なしということでございました。
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皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第６号については、証明することといたしま

す。 

       次に、別冊の議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第

３項の規定による意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、事務局の説

明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に

よる意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）でございます。 

       ９ページをお願いいたします。 

       件数は４５件、合計面積は１２７，０２９㎡で、このうち田が１１６，４６

６㎡で、畑が８，２１４㎡、その他が２，３４９㎡でございます。 

       意見の提出については、農地中間管理機構は促進計画の対象となる農地であ

るときは、農業委員会、市町村へ意見を聴取することとなっています。 

       農業委員会は、賃借権等の設定を受ける者が農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する「全部効率利用要件」、「農

作業常時従事要件」、「農地所有適格法人であるか等」の要件を満たしている

かを確認し、意見書を提出します。 

       また、市は促進計画の内容が地域計画の達成に資するものとなっているかを

確認し、意見書を提出します。 

       今回提出させていただきました促進計画につきましては、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する要件を満たして

いると考えます。 

       また、今回の促進計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、

ご配慮いただきますようよろしくお願いいたします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。 

       今回の案件のうち、初めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与

の制限に該当する案件がございますので、その案件からご審議をお願いいたし

ます。 

       整理番号７についてです。 

           委員、一時退室をお願いいたします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件についていかがでしょうか。 

整理番号の７、該当Ｐ１ 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 
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       では、入室をお願いします。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い

いたします。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   よろしいですな。ありがとうございます。 

       それでは、議案第７号の案件につきまして、適正であると認め、農地中間管

理機構に意見書として提出することといたします。 

       以上をもって、本部会に付議されました議案の審議は全て終了いたしました。 

       これをもって第１０回第１農地部会を終了いたします。 

 

                                午前１０時４０分 

  令和７年  月  日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


